
 
 

☆☆☆ 清涼飲料水等自動販売機設置者を募集します ☆☆☆ 

 
１ 募集対象物件 

 

 三木市上の丸町１０－３０ 

 三木市役所 ３階みっきぃホール TV コーナー側② 

 

２ 自動販売機仕様 

 

 従来型でサイズは縦１９０ｃｍ×横１０５ｃｍ×奥行９０ｃｍ程度とします。 

 値段表示を除く照明を消灯し稼働すること。（自動販売機設置箇所正面に展示ブースが

あり、照明による光の反射を最小限にするため。） 

 

３ 設置者の決定方法 

 

三木市が定める最低使用料以上で、最高の価格提示を行った者の中で、次の各号の

いずれにも該当しない者を設置者とします。 

 (１)地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に基づく

入札参加の資格制限に該当する者。 

 (２)会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始の申立て

がされている者。（ただし、再生手続開始後又は再生計画の認可決定後の者を除

く。） 

 (３)三木市暴力団排除条例（平成２４年条例第１号）に規定する暴力団、暴力団員

または暴力団密接関係者に該当する者。 

    

４ 設置期間 

 

 令和８年４月１日～令和１１年３月３１日（３年間） 
 

 

５ 応募申込期間 

 

 令和８年２月１０日（火）～２月２７日（金） 

（土、日、祝を除く午前９時～午後５時） 

 

６ 申込及び問合せ先 

 

 三木市役所 総務部財政課  担当：原（はら）  0794-82-2000（内線：2455） 


